
募　
　

集

相　
　

談

就　
　

職

くらしの情報

イ
ベ
ン
ト

お
知
ら
せ

員
分
が
必
要
で
す
。）
と
一
緒
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
平

成
30
年
４
月
以
降
に
学
童
保
育
を

利
用
し
て
い
た
方
で
、
勤
務
時
間

や
勤
務
先
等
に
変
更
の
な
い
方
は
、

勤
務
証
明
書
の
省
略
が
可
能
で
す
。

書
類
は
次
の
申
し
込
み
・
問
い
合

わ
せ
先
や
市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
取
得
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
出
産
・
傷
病
・
介
護
・

就
学
・
求
職
中
等
の
場
合
は
、
申

立
書
ま
た
は
誓
約
書
の
他
に
、
そ

の
こ
と
を
証
明
で
き
る
資
料
が
必

要
で
す
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

こ
ど
も
福
祉
課

　

☎（
32
）８
９
０
３

　

南
河
内
児
童
館

　

☎（
44
）８
４
２
０

　

国
分
寺
東
児
童
館

　

☎（
44
）２
６
０
４

　

国
分
寺
駅
西
児
童
館

　

☎（
44
）０
７
８
６

　

こ
ど
も
の
広
場
い
し
ば
し

　

☎（
52
）１
１
２
９

夏
休
み
期
間
中
の

学
童
保
育
室
入
所
申
し
込
み

　

就
労
等
に
よ
り
保
護
者
が
日
中

家
庭
に
い
な
い
児
童
を
対
象
に
、

夏
休
み
期
間
中
の
学
童
保
育
室
入

所
申
し
込
み
を
次
の
期
間
で
受
け

付
け
ま
す
。

※
通
常
利
用
・
週
２
日
以
下
を
利

用
さ
れ
て
い
る
方
は
申
し
込
み
不

要
で
す
。

■
受
付
期
間

　

６
月
１
日
㈮
〜
15
日
㈮

※
日
曜
日
を
除
く
。
土
曜
日
の
受

付
は
児
童
館
の
み
（
午
前
９
時
〜

午
後
５
時
）。

■
利
用
時
間

　

午
前
７
時
30
分
〜
午
後
７
時

■
保
育
料

　

日
額
５
０
０
円

※
負
担
上
限
金
額
あ
り

※
３
人
以
上
の
児
童
が
同
時
に
学

童
保
育
室
を
利
用
す
る
場
合
、
年

少
者
か
ら
数
え
て
３
人
目
以
降
を

対
象
と
す
る
保
育
料
全
額
免
除
制

度
が
あ
り
ま
す
。
長
期
休
業
の
み

利
用
さ
れ
て
い
る
方
は
そ
の
都
度

減
免
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
申
込
書
類

　

入
所
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記

入
し
、
勤
務
証
明
書
（
別
世
帯
を

含
む
同
一
敷
地
内
に
住
民
登
録
が

あ
る
18
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
全

は
カ
ー
ド
に
記
載
さ
れ
て
い
る
有

効
期
限
ま
で
ご
利
用
で
き
ま
す
。

■
申
請
方
法

　

郵
送
ま
た
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

※
詳
し
く
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通

知
カ
ー
ド
に
同
封
さ
れ
て
い
た
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
総
合
サ
イ
ト
（http://

w
w
w
.kojinbango-card.

go.jp

）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ

イ
ヤ
ル

　

☎
０
１
２
０（
95
）０
１
７
８

　

市
民
課

　

☎（
32
）８
８
９
６

市
民
税
・
県
民
税
の

納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
す

　

市
民
税
・
県
民
税
の
納
税
通
知

書
（
普
通
徴
収
）
を
６
月
13
日
㈬

に
発
送
し
ま
す
。
第
１
期
の
納
期

限
は
７
月
２
日
㈪
で
す
。
な
お
、

平
成
30
年
度
所
得
証
明
書
等
が
必

要
な
方
は
、
６
月
14
日
㈭
以
降
に

税
務
課
窓
口
で
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

※
市
税
の
納
付
は
口
座
振
替
が
便

利
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課

　

☎（
32
）８
８
９
１

■
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
人
事
課

　

☎（
32
）８
８
８
８

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
電
子

証
明
書
を
ご
利
用
の
方
へ

　

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
電
子

証
明
書
の
有
効
期
間
は
、
発
行
日

か
ら
３
年
間
で
す
。

　

平
成
27
年
12
月
22
日
を
も
っ
て

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
電
子
証

明
書
を
更
新
す
る
サ
ー
ビ
ス
が
終

了
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、

本
年
12
月
21
日
㈮
を
も
っ
て
住
民

基
本
台
帳
カ
ー
ド
の
電
子
証
明
書

は
す
べ
て
有
効
期
間
終
了
と
な
り
、

電
子
証
明
書
が
ご
利
用
で
き
な
く

な
り
ま
す
。

　

有
効
期
間
終
了
後
の
電
子
証
明

書
の
新
規
発
行
や
更
新
に
は
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
が
必

要
に
な
り
ま
す
。
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
の
交
付
に
は
約
１
か
月
〜

２
か
月
程
度
の
時
間
を
要
し
ま
す
。

　

確
定
申
告
等
で
電
子
証
明
書
を

利
用
す
る
場
合
は
、
お
早
め
に
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
を
お

願
い
し
ま
す
。

※
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
に
電
子

証
明
書
以
外
の
機
能
（
コ
ン
ビ
ニ

交
付
な
ど
）
を
付
け
て
い
る
場
合

や
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
自
体

情
報
公
開
制
度
・
個
人
情
報
保

護
制
度
の
運
用
状
況
に
つ
い
て

　

市
で
は
、
情
報
公
開
の
推
進
と

積
極
的
な
情
報
提
供
、
個
人
情
報

保
護
の
厳
格
化
を
行
っ
て
い
ま
す
。

情
報
公
開
制
度
と
は
？

　

市
が
保
有
し
て
い
る
行
政
情
報

を
「
行
政
と
市
民
の
共
通
の
情
報

資
産
」
と
し
て
公
開
し
て
い
く
制

度
で
、
市
民
が
公
開
請
求
す
る
権

利
を
保
障
す
る
制
度
で
す
。

個
人
情
報
保
護
制
度
と
は
？

　

保
有
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱

い
を
規
定
し
、
保
有
個
人
情
報
の

開
示
、
訂
正
、
利
用
停
止
を
求
め

る
権
利
を
保
障
す
る
制
度
で
す
。

■
運
用
状
況

　

平
成
29
年
度
中
の
運
用
状
況
に

つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

○
情
報
公
開
制
度

　

公
開
請
求　

24
件

　

請
求
に
対
す
る
対
応　

公
開
５

件
、
部
分
公
開
12
件
、
非
公
開
７

件
　

審
査
請
求　

２
件

○
個
人
情
報
保
護
制
度

　

開
示
請
求　

５
件

　

請
求
に
対
す
る
対
応　

開
示
１

件
、
部
分
開
示
０
件
、
非
開
示
４

件
　

訂
正
請
求　

０
件

　

利
用
停
止
請
求　

０
件
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